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無料で点検･
クリーニング
します！

布団カバーを
プレゼント！

家に上げてしまうと…

・長時間居座り、強引に高額な布団を買わされた！

・不安をあおられ、リフォーム契約をさせられた！
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などの

布団の訪問販売は

をする

足立区消費者センターにご相談ください困ったときは

・しつこく勧誘してくる場合は、警察を呼びましょう

・訪問販売にはクーリング・オフが適用されます

トラブル

増加中


